
       ホテル・旅館等建物の耐震化の促進に関する意見書 
 
南海トラフ巨大地震の被害想定においては、死傷者や建物被害はこれまでの想

定や東日本大震災を大きく上回る非常に厳しいものとなっている。一方、住民の
避難意識啓発や建物の耐久性の強化等の防災対策による被害軽減も推計されて
おり、地方自治体は、可能な限り被害を最小限に抑止する、防災・減災対策を早
急に進めていく必要がある。 
そのような中、大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の

向上を一層促進するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正
する法律」が成立し、特にホテル・旅館、病院、店舗等の不特定多数の者が利用
する建築物等で地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模なもの
については、建築物の耐震診断を実施し、その結果を平成２７年末までに所管行
政庁に報告することが義務付けられた。 
平成２３年の台風１２号災害で本県は大きな打撃を受け、徐々に持ち直しつつ

あるとは言え、ホテル・旅館等の経営環境はなお厳しい状況が続いており、多額
の費用を要する建築物の耐震化に対しては重点的な支援が必要である。 
本県においても、地震による建築物の倒壊等被害から住民等の生命、身体、財

産を守るため、耐震診断等に対する財政支援を行っているところであるが、耐震
化の一層の向上を図るためには、その財源確保が不可欠である。 
また、これらの耐震化を円滑に推進するに当たっては、当該建物の所有者はも

とより広く国民に対して当改正法の内容の周知と理解の促進を図ることが重要
である。 
よって、国は、ホテル・旅館等の建築物の耐震化を円滑に推進するため、予算

の確保、金融支援の充実等必要な財政支援の強化を図るとともに、当該事業者の
実情等を十分勘案し、耐震診断結果の公表時期、表示制度及び耐震対策緊急促進
事業の延長についても、特段の高配をされたい。 
 
 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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